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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットに接続可能であり当該インターネットを介して電子メールを送受信する
端末装置において、
　受信した前記電子メールを表示する際に、受信した前記電子メールに含まれるリンク文
字列からのリンクを有効にするか又は無効にするかを判別する判別手段と、
　前記リンク文字列からのリンクを有効にすると判別された場合に、受信した前記電子メ
ールに含まれるリンク文字列を抽出する抽出手段と、
　前記抽出手段により抽出されたリンク文字列をリンク対象として識別表示する識別表示
手段と、
　前記識別表示手段により識別表示されたリンク文字列からリンク先への前記インターネ
ットを介したアクセスを有効とし、前記識別表示手段により識別表示されない文字列から
の前記インターネットを介したアクセスを無効とする制御手段と、
　前記電子メールを表示する際に、ユーザ設定により前記リンク文字列からのリンクを有
効にするか又は前記リンク文字列からのリンクを無効にするかを切り替えるユーザ設定手
段と、を有し、
　前記判別手段は、受信した前記電子メールが予め指定した送信元の電子メールアドレス
から受信した電子メールである場合に、受信した当該電子メールに含まれる前記リンク文
字列からのリンクを有効にすると判別し、前記電子メールを格納するフォルダ毎に、当該
フォルダに格納される前記電子メールに含まれる前記リンク文字列からのリンクを有効に
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するか又は無効にするかを判別し、
　前記ユーザ設定手段は、前記判別手段により前記電子メールに含まれる前記リンク文字
列からのリンクを無効にすると判別する電子メールを格納するフォルダ内の前記電子メー
ルについて、前記ユーザ設定手段によって、前記リンク文字列からのリンクを有効にする
ように切り替えた前記電子メールの表示を終了する際には、前記リンク文字列からのリン
クを無効にするように変更する、
　ことを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の端末装置において、前記リンク文字列はＵＲＬであることを特徴とす
る端末装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の端末装置において、前記リンク文字列は電子メールアドレスであるこ
とを特徴とする端末装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の端末装置において、前記判別手段は、受信した前記電子メール毎に、
前記リンク文字列からのリンクを有効にするか又は無効にするかを判別することを特徴と
する端末装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の端末装置において、前記リンク文字列からのリンクを無効にすると判
別された前記電子メールに対する応答を無効にする応答制御手段を更に有することを特徴
とする端末装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の端末装置において、前記リンク文字列からのリンクが無効の場合に前
記リンク文字列からのリンクを有効に変更し、前記リンク文字列からのリンクが有効の場
合に前記リンク文字列からのリンクを無効に変更する変更手段を更に有することを特徴と
する端末装置。
【請求項７】
　インターネットに接続可能であり当該インターネットを介して電子メールを送受信する
端末装置において、
　受信した前記電子メールを表示する際に、受信した前記電子メールに添付された添付フ
ァイルの展開を有効にするか又は無効にするかを判別する判別手段と、
　前記添付ファイルの展開を有効にすると判別された場合に、当該添付ファイルの展開を
有効に設定し、前記添付ファイルの展開を無効にすると判別された場合に、当該添付ファ
イルの展開を無効に設定する制御手段と、
　前記電子メールを表示する際に、前記添付ファイルの展開を有効にするか又は無効にす
るかをユーザ設定により切り替えるユーザ設定手段と、を有し、
　前記判別手段は、受信した前記電子メールが予め指定した送信元の電子メールアドレス
から受信した前記電子メールである場合に、受信した当該電子メールに添付された前記添
付ファイルの展開を有効にすると判別し、前記電子メールを格納するフォルダ毎に、当該
フォルダに格納される前記電子メールに添付された前記添付ファイルの展開を有効にする
か又は無効にするかを判別し、
　前記ユーザ設定手段は、前記判別手段により前記電子メールに添付された前記添付ファ
イルの展開を無効にすると判別する電子メールを格納するフォルダ内の前記電子メールに
ついて、前記ユーザ設定手段によって、前記添付ファイルの展開を有効にするように切り
替えた前記電子メールの表示を終了する際には、前記添付ファイルの展開を無効にするよ
うに変更する、
　ことを特徴とする端末装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の端末装置において、前記判別手段は、受信した前記電子メール毎に、
前記添付ファイルの展開を有効にするか又は無効にするかを判別することを特徴とする端



(3) JP 4974076 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

末装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の端末装置において、
　前記添付ファイルの展開が無効に設定された場合に、当該添付ファイルの展開を有効と
する設定に変更し、前記添付ファイルの展開が有効に設定された場合に、当該添付ファイ
ルの展開を無効とする設定に変更する変更手段を更に有することを特徴とする端末装置。
【請求項１０】
　インターネットに接続可能であり当該インターネットを介して電子メールを送受信する
端末装置のプログラムにおいて、
　コンピュータに、
　受信した前記電子メールを表示する際に、受信した前記電子メールに含まれるリンク文
字列からのリンクを有効にするか又は無効にするかを判別する判別機能と、
　前記リンク文字列からのリンクを有効にすると判別された場合に、受信した前記電子メ
ールに含まれるリンク文字列を抽出する抽出機能と、
　前記抽出機能により抽出されたリンク文字列をリンク対象として識別表示する識別表示
機能と、
　前記識別表示機能により識別表示されたリンク文字列からリンク先への前記インターネ
ットを介したアクセスを有効とし、前記識別表示機能により識別表示されない文字列から
の前記インターネットを介したアクセスを無効とする制御機能と、
　前記電子メールを表示する際に、ユーザ設定により前記リンク文字列からのリンクを有
効にするか又は前記リンク文字列からのリンクを無効にするかを切り替えるユーザ設定機
能と、を実現させるためのプログラムであって、
　前記判別機能は、受信した前記電子メールが予め指定した送信元の電子メールアドレス
から受信した前記電子メールである場合に、受信した当該電子メールに含まれる前記リン
ク文字列からのリンクを有効にすると判別し、前記電子メールを格納するフォルダ毎に、
当該フォルダに格納される前記電子メールに含まれる前記リンク文字列からのリンクを有
効にするか又は無効にするかを判別し、
　前記ユーザ設定機能は、前記判別機能により前記電子メールに含まれる前記リンク文字
列からのリンクを無効にすると判別する電子メールを格納するフォルダ内の前記電子メー
ルについて、前記ユーザ設定機能によって、前記リンク文字列からのリンクを有効にする
ように切り替えた前記電子メールの表示を終了する際には、前記リンク文字列からのリン
クを無効にするように変更する、
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項１１】
　インターネットに接続可能であり当該インターネットを介して電子メールを送受信する
端末装置において、
　コンピュータに、
　受信した前記電子メールを表示する際に、受信した前記電子メールに添付された添付フ
ァイルの展開を有効にするか又は無効にするかを判別する判別機能と、
　前記添付ファイルの展開を有効にすると判別された場合に、当該添付ファイルの展開を
有効に設定し、前記添付ファイルの展開を無効にすると判別された場合に、当該添付ファ
イルの展開を無効に設定する制御機能と、
　前記電子メールを表示する際に、前記添付ファイルの展開を有効にするか又は無効にす
るかをユーザ設定により切り替えるユーザ設定機能と、を実現させるためのプログラムで
あって、
　前記判別機能は、受信した前記電子メールが予め指定した送信元の電子メールアドレス
から受信した前記電子メールである場合に、受信した当該電子メールに添付された前記添
付ファイルの展開を有効にすると判別し、前記電子メールを格納するフォルダ毎に、当該
フォルダに格納される前記電子メールに添付された前記添付ファイルの展開を有効にする
か又は無効にするかを判別し、
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　前記ユーザ設定機能は、前記判別機能により前記電子メールに添付された前記添付ファ
イルの展開を無効にすると判別する電子メールを格納するフォルダ内の前記電子メールに
ついて、前記ユーザ設定機能によって、前記添付ファイルの展開を有効にするように切り
替えた前記電子メールの表示を終了する際には、前記添付ファイルの展開を無効にするよ
うに変更する、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子メールを送受信する端末装置、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　テキスト本文中にＵＲＬ（Uniform Resource Locatorのこと。例えば、「http://www.*
**.***」等）や電子メールアドレス（例えば、「***@***.***」等）等といったリンク先
のアドレス情報を示すリンク文字列が含まれる場合がある。この場合、テキスト本文中に
アドレス情報を示すリンク文字列が表示されているにも関わらず、ユーザが当該アドレス
情報の示すリンク先へのインターネットを介したアクセスを行いたいときに、当該アドレ
ス情報を示す文字列を入力しなければならないとすると、ユーザに対して非効率な作業を
要求することになる。
【０００３】
　そこで、例えば、以下に示す特許文献１では、再生信号処理装置が、テキスト本文中か
らＵＲＬを抽出して文字色を変える等の識別表示を行った後、当該識別表示されたＵＲＬ
に対するユーザのクリック操作を介して、Ｗｅｂブラウザを起動し、該当するＵＲＬにリ
ンクするという技術が開示されている。
【０００４】
 また、同様に、以下に示す特許文献１では　再生信号処理装置が、テキスト本文中から
電子メールアドレスを抽出して文字色を変える等の識別表示を行った後、当該識別表示さ
れた電子メールアドレスのユーザによるクリック操作を介して、電子メールアプリケーシ
ョンソフトを起動し、当該識別表示された電子メールアドレスを宛先とした新規メール作
成画面を立ち上げるという技術が開示されている。
【０００５】
 尚、以上のリンク文字列を抽出して識別表示等する技術は、電子メール機能並びにイン
ターネット接続機能を搭載した端末装置（携帯電話等）が電子メールのテキスト本文表示
を行う際によく利用されている。
【特許文献１】特開平１１－２９７０４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
 ところで、近年、迷惑メール（又はスパムメール）と呼ばれるユーザが必要としない一
方的に送信される電子メールが増加傾向にある。このため、電子メール機能並びにインタ
ーネット接続機能を搭載した端末装置が、前述したリンク文字列を抽出して識別表示等す
る技術を利用した場合、ユーザは迷惑メールを開いてテキスト本文中に含まれる識別表示
されたＵＲＬを誤ってクリックしてしまい、ユーザが不良サイト等にインターネットを介
してアクセスするという問題が起こり得る。また、ユーザが迷惑メールのテキスト本文中
に含まれる識別表示された電子メールアドレスを誤ってクリックしてしまい、ユーザの意
思とは異なってインターネットを介して電子メールを送信するという問題も起こり得る。
【０００７】
 詳述すると、電子メールを受信する際、迷惑メールであるか否かを判別して、迷惑メー
ルでなければ通常の受信トレイ（メールフォルダ）に振り分け、迷惑メールであれば迷惑
フォルダに振り分ける機能が存在するが、迷惑メールであるか否かの判別が誤って行われ
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る場合がある。そこで、ユーザは、通常、各フォルダに振り分けられた電子メールを目視
確認して迷惑メールを削除する等の操作を行うものと想定されるが、この操作の際に、迷
惑メールのテキスト本文中に含まれる識別表示されたＵＲＬや電子メールアドレスを誤っ
てクリックする恐れがあり、前述した問題が顕在化するものと思われる。
【０００８】
 また、迷惑メールにおいて添付ファイルが添付される場合も想定される。当該添付ファ
イルは、ユーザにとって必要のない情報であり、また、最悪の場合、前述した端末装置を
コンピュータウイルスで汚染させる目的で送られてきたファイルである恐れもある。しか
しながら、前述したリンク文字列を抽出して識別表示等する技術は、迷惑メールであるか
否かに関わりなく、電子メールのテキストに含まれるＵＲＬや電子メールを抽出して識別
表示するものであり、迷惑メールに添付された添付ファイルの展開について制限をかける
という記載もない。そこで、ユーザが誤って迷惑メールに添付された添付ファイルを誤っ
て展開すると、前記端末装置に深刻な被害を与えるという問題が起こり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、インターネットに接続可能であり
当該インターネットを介して電子メールを送受信する端末装置において、受信した前記電
子メールを表示する際に、受信した前記電子メールに含まれるリンク文字列からのリンク
を有効にするか又は無効にするかを判別する判別手段と、前記リンク文字列からのリンク
を有効にすると判別された場合に、受信した前記電子メールに含まれるリンク文字列を抽
出する抽出手段と、前記抽出手段により抽出されたリンク文字列をリンク対象として識別
表示する識別表示手段と、前記識別表示手段により識別表示されたリンク文字列からリン
ク先への前記インターネットを介したアクセスを有効とし、前記識別表示手段により識別
表示されない文字列からの前記インターネットを介したアクセスを無効とする制御手段と
、前記電子メールを表示する際に、ユーザ設定により前記リンク文字列からのリンクを有
効にするか又は前記リンク文字列からのリンクを無効にするかを切り替えるユーザ設定手
段と、を有し、前記判別手段は、受信した前記電子メールが予め指定した送信元の電子メ
ールアドレスから受信した電子メールである場合に、受信した当該電子メールに含まれる
前記リンク文字列からのリンクを有効にすると判別し、前記電子メールを格納するフォル
ダ毎に、当該フォルダに格納される前記電子メールに含まれる前記リンク文字列からのリ
ンクを有効にするか又は無効にするかを判別し、前記ユーザ設定手段は、前記判別手段に
より前記電子メールに含まれる前記リンク文字列からのリンクを無効にすると判別する電
子メールを格納するフォルダ内の前記電子メールについて、前記ユーザ設定手段によって
、前記リンク文字列からのリンクを有効にするように切り替えた前記電子メールの表示を
終了する際には、前記リンク文字列からのリンクを無効にするように変更することを特徴
とする。
【００１０】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の端末装置において、前記リンク文字
列はＵＲＬであること、を特徴とする。
【００１１】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の端末装置において、前記リンク文字
列は電子メールアドレスであること、を特徴とする。
【００１２】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の端末装置において、前記判別手段は
、受信した前記電子メール毎に、前記リンク文字列からのリンクを有効にするか又は無効
にするかを判別することを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の端末装置において、前記リンク文字
列からのリンクを無効にすると判別された前記電子メールに対する応答を無効にする応答
制御手段を更に有することを特徴とする。
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【００１５】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項１に記載の端末装置において、前記リンク文字
列からのリンクが無効の場合に前記リンク文字列からのリンクを有効に変更し、前記リン
ク文字列からのリンクが有効の場合に前記リンク文字列からのリンクを無効に変更する変
更手段を更に有することを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項７に記載の発明は、インターネットに接続可能であり当該インターネット
を介して電子メールを送受信する端末装置において、受信した前記電子メールを表示する
際に、受信した前記電子メールに添付された添付ファイルの展開を有効にするか又は無効
にするかを判別する判別手段と、前記添付ファイルの展開を有効にすると判別された場合
に、当該添付ファイルの展開を有効に設定し、前記添付ファイルの展開を無効にすると判
別された場合に、当該添付ファイルの展開を無効に設定する制御手段と、前記電子メール
を表示する際に、前記添付ファイルの展開を有効にするか又は無効にするかをユーザ設定
により切り替えるユーザ設定手段と、を有し、前記判別手段は、受信した前記電子メール
が予め指定した送信元の電子メールアドレスから受信した前記電子メールである場合に、
受信した当該電子メールに添付された前記添付ファイルの展開を有効にすると判別し、前
記電子メールを格納するフォルダ毎に、当該フォルダに格納される前記電子メールに添付
された前記添付ファイルの展開を有効にするか又は無効にするかを判別し、前記ユーザ設
定手段は、前記判別手段により前記電子メールに添付された前記添付ファイルの展開を無
効にすると判別する電子メールを格納するフォルダ内の前記電子メールについて、前記ユ
ーザ設定手段によって、前記添付ファイルの展開を有効にするように切り替えた前記電子
メールの表示を終了する際には、前記添付ファイルの展開を無効にするように変更するこ
とを特徴とする。
【００１９】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項７に記載の端末装置において、前記判別手段は
、受信した前記電子メール毎に、前記添付ファイルの展開を有効にするか又は無効にする
かを判別することを特徴とする。
【００２１】
　また、請求項９に記載の発明は、請求項７に記載の端末装置において、前記添付ファイ
ルの展開が無効に設定された場合に、当該添付ファイルの展開を有効とする設定に変更し
、前記添付ファイルの展開が有効に設定された場合に、当該添付ファイルの展開を無効と
する設定に変更する変更手段を更に有することを特徴とする。
【００２４】
　また、請求項１０に記載の発明は、インターネットに接続可能であり当該インターネッ
トを介して電子メールを送受信する端末装置のプログラムにおいて、コンピュータに、受
信した前記電子メールを表示する際に、受信した前記電子メールに含まれるリンク文字列
からのリンクを有効にするか又は無効にするかを判別する判別機能と、前記リンク文字列
からのリンクを有効にすると判別された場合に、受信した前記電子メールに含まれるリン
ク文字列を抽出する抽出機能と、前記抽出機能により抽出されたリンク文字列をリンク対
象として識別表示する識別表示機能と、前記識別表示機能により識別表示されたリンク文
字列からリンク先への前記インターネットを介したアクセスを有効とし、前記識別表示機
能により識別表示されない文字列からの前記インターネットを介したアクセスを無効とす
る制御機能と、前記電子メールを表示する際に、ユーザ設定により前記リンク文字列から
のリンクを有効にするか又は前記リンク文字列からのリンクを無効にするかを切り替える
ユーザ設定機能と、を実現させるためのプログラムであって、前記判別機能は、受信した
前記電子メールが予め指定した送信元の電子メールアドレスから受信した前記電子メール
である場合に、受信した当該電子メールに含まれる前記リンク文字列からのリンクを有効
にすると判別し、前記電子メールを格納するフォルダ毎に、当該フォルダに格納される前
記電子メールに含まれる前記リンク文字列からのリンクを有効にするか又は無効にするか
を判別し、前記ユーザ設定機能は、前記判別機能により前記電子メールに含まれる前記リ
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ンク文字列からのリンクを無効にすると判別する電子メールを格納するフォルダ内の前記
電子メールについて、前記ユーザ設定機能によって、前記リンク文字列からのリンクを有
効にするように切り替えた前記電子メールの表示を終了する際には、前記リンク文字列か
らのリンクを無効にするように変更することを特徴とする。
【００２５】
　また、請求項１１に記載の発明は、インターネットに接続可能であり当該インターネッ
トを介して電子メールを送受信する端末装置において、コンピュータに、受信した前記電
子メールを表示する際に、受信した前記電子メールに添付された添付ファイルの展開を有
効にするか又は無効にするかを判別する判別機能と、前記添付ファイルの展開を有効にす
ると判別された場合に、当該添付ファイルの展開を有効に設定し、前記添付ファイルの展
開を無効にすると判別された場合に、当該添付ファイルの展開を無効に設定する制御機能
と、前記電子メールを表示する際に、前記添付ファイルの展開を有効にするか又は無効に
するかをユーザ設定により切り替えるユーザ設定機能と、を実現させるためのプログラム
であって、前記判別機能は、受信した前記電子メールが予め指定した送信元の電子メール
アドレスから受信した前記電子メールである場合に、受信した当該電子メールに添付され
た前記添付ファイルの展開を有効にすると判別し、前記電子メールを格納するフォルダ毎
に、当該フォルダに格納される前記電子メールに添付された前記添付ファイルの展開を有
効にするか又は無効にするかを判別し、前記ユーザ設定機能は、前記判別機能により前記
電子メールに添付された前記添付ファイルの展開を無効にすると判別する電子メールを格
納するフォルダ内の前記電子メールについて、前記ユーザ設定機能によって、前記添付フ
ァイルの展開を有効にするように切り替えた前記電子メールの表示を終了する際には、前
記添付ファイルの展開を無効にするように変更することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、受信した電子メールに含まれるリンク文字列を適切に取り扱うことが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
（１）第１実施形態について以下に説明する。
（１－１）装置構成例
【００２８】
　図１は、電子メール機能並びにインターネット接続機能を有した端末装置１００が携帯
電話装置である場合の構成例を示すブロック図である。
【００２９】
　電子メールとは、端末装置１００同士がインストールされた電子メールアプリケーショ
ンソフトを用いて電子化されたメッセージを電子メールサーバ（不図示）を介してやりと
りする電子メール・システムにおいて、当該電子化されたメッセージのことをいう。また
、電子メール機能には、ユーザとの対話を行うユーザインタフェース機能、メールサーバ
との間の電子メールの送受信を行う通信処理機能、電子メールにファイルを添付するファ
イル添付機能等が含まれる。また、図１に示す端末装置１００としては、前述したとおり
携帯電話装置の場合を示しているが、ノート型パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（Person
al Digital Assistant）、カーナビゲーション装置等といったその他の電子メールを送受
信可能な端末装置１００としてもよい。
【００３０】
　インターネット接続機能とは、主に、Ｗｅｂブラウザソフトを起動して、インターネッ
ト上で提供されるハイパーテキスト記述言語（ＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Language）
等）で表現された各種Ｗｅｂサイトを閲覧する機能のことを指す。尚、ハイパーテキスト
とは、ドキュメント内に別のドキュメントのリンク先を埋め込むことで、インターネット
上に散在するドキュメント同士を相互に参照（ハイパーリンク）するシステムのことであ
る。
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【００３１】
　通信部１０は、端末装置１００の電話機能の実行にあたり、アンテナ１２を介して受信
する無線信号を受信ベースバンド信号に復調して出力する。尚、受信ベースバンド信号は
、電話部５０を介してスピーカ５２から音声として出力される。また、通信部１０は、マ
イク５４から入力された音声データを電話部５０を介して取り込み、送信ベースバンド信
号に符号化した上でアンテナ１２を介して送出する。以上により、端末装置１００間での
無線通信網を介した会話が行われる。
【００３２】
　さらに、通信部１０は、前述した電子メール機能のうちの通信処理機能の実行にあたり
、電子メール等のパケット通信網を介したデータ送受信をも行う。具体的には、通信部１
０は、記憶部６０に格納された電子メールアプリケーションソフトを起動して電子メール
サーバに対して電子メールを送信する場合、ＳＭＴＰ（Simple Mail Transfer Protocol
）と呼ばれるプロトコルを主に使用し、電子メールサーバに届いた電子メールを端末装置
１００に取り込む場合には、ＰＯＰ３（Post Office Protocol3）と呼ばれるプロトコル
を主に使用する。以上により、端末装置１００間でのパケット通信網を介した電子メール
等のやりとりが行われる。
【００３３】
　電話部５０は、マイク５４から出力されるアナログの音声信号に対してノイズ除去処理
や増幅処理を施した上でデジタル信号に変換し、中央制御部（ＣＰＵ）７０に出力する。
また、電話部５０は、中央制御部７０から出力されるデジタルの音声信号をアナログ信号
に変換し、ノイズ除去処理や増幅処理を施した上でスピーカ５２に出力する。
【００３４】
　表示部４０は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等のディスプレイを含んだ筐
体として構成され、前述したユーザインタフェース機能の実行にあたり、操作部２０での
操作結果や通信部１０を介して受信された電子メール等が表示される。
【００３５】
　操作部２０は、ダイヤル入力や文字入力、各種コマンド入力を行うキーを含んだ筐体と
して構成される。
【００３６】
　電源部３０は、端末装置１００の電力供給源である。
【００３７】
　記憶部６０は、中央制御部７０が実行するプログラムや各種データを記憶するメモリで
ある。例えば、記憶部６０には、電子メール機能のための電子メールアプリケーションソ
フトや付随した電子電話帳データ、インターネット接続機能のためのＷｅｂブラウザソフ
トや検索エンジン用ソフト等が格納される。
【００３８】
　また、記憶部６０は、図２に示すようにメールリンクフラグ並びにフォルダリンクフラ
グを設定したテーブル情報６２を記憶している。尚、図２に示す例において、受信トレイ
とは電子メールが通常格納されるメールフォルダのことであり、○○フォルダとは受信ト
レイとは別にユーザ設定されたメールフォルダのことであり、迷惑フォルダとは電子メー
ルアプリケーションソフトの機能により迷惑メールであると判別された電子メールを格納
するメールフォルダのことである。本実施形態では、受信トレイ以外の各メールフォルダ
への電子メールの振り分けは電子メールアプリケーションソフトの自動振り分け機能によ
って行われる場合とするが、ユーザによる手動操作によって電子メールを各メールフォル
ダに振り分けるようにしてもよい。
【００３９】
　メールリンクフラグは、電子メールのテキストに含まれるリンク先のアドレス情報を示
すリンク文字列による当該リンク先へのインターネットを介したアクセスを有効にするか
又は無効にするかを設定するためのフラグである。尚、リンク文字列とは、ＵＲＬ（Unif
orm Resource Locatorのこと。例えば、「http://www.***.***」等）や、電子メールアド
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レス（例えば、「***@***.***」等）のことを指す。また、本実施形態では、メールリン
クフラグが０の場合にリンク有効に設定し、メールリンクフラグが１の場合にリンク無効
に設定する場合とする。
【００４０】
　尚、リンク有効とは、ＨＴＭＬの場合におけるアンカー要素（Ａ要素）並びに特定の語
句を強調する要素を用いたハイパーリンク機能等を用いて、例えば、斜体文字、下線付き
文字、他のテキストの色と異なる色で表示する等といった当該リンク文字列の識別表示を
行い、識別表示された当該リンク文字列が表示画面中のカーソルによるクリック等で選択
されるとリンク先にジャンプ（アクセス）可能なアクティブ状態になっていることを指す
。また、リンク無効とは、当該リンク文字列を当該リンク文字列以外の電子メールのテキ
ストと同じ通常の表示を行い、当該表示されたリンク文字列をカーソルでクリック等して
も単なる文字列の表示にすぎないのでジャンプ（アクセス）不可能な非アクティブ状態に
なっていることを指す。例えば、図２に示す例では、○○フォルダにおいて、メール１並
びにメール３がリンク有効に設定され、メール２がリンク無効に設定される場合である。
【００４１】
　以上のようにメールリンクフラグを設定することによって、電子メール毎に、テキスト
本文中のＵＲＬや電子メールアドレスをリンク有効にするか又はリンク無効にするかを任
意に設定することが可能となる。これにより、例えば、迷惑メールを確認する際に、迷惑
メールのテキスト本文中のＵＲＬや電子メールアドレスを誤ってクリックしてしまい、当
該ＵＲＬ先や当該電子メールアドレス先にアクセスすることを、電子メール毎に未然に防
止できる。
【００４２】
　フォルダリンクフラグは、電子メールを格納するメールフォルダ毎に、当該メールフォ
ルダに格納される電子メールのテキストに含まれるリンク文字列によるリンク先へのイン
ターネットを介したアクセスを有効にするか又は無効にするかを設定するためのフラグで
ある。本実施形態では、フォルダリンクフラグが０の場合にリンク有効とし、フォルダリ
ンクフラグが１の場合にリンク無効とする。例えば、図２に示す例では、受信トレイ並び
に○○フォルダに格納される電子メールはリンク有効に設定され、迷惑フォルダに格納さ
れる電子メールはリンク無効に設定される場合である。尚、フォルダリンクフラグが１（
リンク無効）のメールフォルダに格納される電子メールは、電子メールを開いて表示部４
０に表示する際に、フォルダリンクフラグを０、即ち、リンク有効に変更可能とする。
【００４３】
　以上のようにフォルダリンクフラグを設定することによって、メールフォルダ毎に、当
該メールフォルダに格納された電子メールのテキスト本文中のＵＲＬや電子メールアドレ
スをリンク有効にするか又はリンク無効にするかを一律に設定することが可能となる。こ
れにより、一律にリンク有効とするメールフォルダ（例えば、受信トレイ）と、一律にリ
ンク無効とするメールフォルダ（例えば、迷惑フォルダ）と、を予めデフォルト設定して
おくことで、迷惑メール等の確認作業を容易且つ確実に行うことができる。また、当該デ
フォルト設定を任意に変更することもできる。
【００４４】
　中央制御部７０は、記憶部６０に格納されたプログラムを実行することで、端末装置１
００を統括制御する。かかるプログラムの実行により、端末装置１００の様々な機能が実
現される。
【００４５】
（１－２）装置動作例
 図３、図４、図５は、第１実施形態の場合の端末装置１００の動作を説明するためのフ
ローチャートである。尚、以下に示す動作の主体は、特に示さない場合、中央制御部７０
とする。
【００４６】
　端末装置１００の記憶部６０には、図２に示したようにメールリンクフラグ並びにフォ
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ルダリンクフラグが予め設定されるものとする（Ｓ３００）。尚、メールリンクフラグは
、電子メール表示中においても設定／変更できる。
【００４７】
　端末装置１００の表示部４０に待ち受け画面が表示された状態で（Ｓ３０１）、電子メ
ールを受信したとき（Ｓ３０２：ＹＥＳ）、電子メールを受信した旨の表示に切り替わる
とともに、受信した電子メールがメールフォルダに順次格納され（Ｓ３０３）、待ち受け
画面の表示に再び戻る。尚、待ち受け画面が表示された状態とは、電子メールを受信しな
い場合であって（Ｓ３０２：ＮＯ）、電子メールアプリケーションソフトの起動操作もさ
れず（Ｓ３０４：ＮＯ）、更にその他の操作もされない状態のことを指す（Ｓ３０５：Ｎ
Ｏ、Ｓ３０６）。
【００４８】
　電子メールアプリケーションソフトを起動して（Ｓ３０４：ＹＥＳ）、受信フォルダ等
のメールフォルダに格納された電子メールが開かれる場合（Ｓ３０７：ＹＥＳ）、中央制
御部７０は、記憶部６０に格納された当該電子メールに対応するメールリンクフラグが０
（リンク有効）であるか若しくは１（リンク無効）であるかを判別する（Ｓ３１２）。即
ち、メールリンクフラグが０に設定される場合、中央制御部７０は、受信した電子メール
のテキストに含まれるリンク文字列によるリンク先へのインターネットを介したアクセス
が有効であると判別する。一方、メールリンクフラグが１に設定される場合、中央制御部
７０は、当該リンク先へのインターネットを介したアクセスが無効であると判別する。尚
、フォルダリンクフラグが１に設定されたメールフォルダに格納された電子メールを開く
場合、中央制御部７０は、メールリンクフラグが１であることを判別するまでもなく、リ
ンク文字列によるリンク先へのインターネットを介したアクセスを常に無効として取り扱
う。
【００４９】
　具体的には、メールリンクフラグが０に設定された場合（Ｓ３１２：ＹＥＳ）、中央制
御部７０は、電子メールのテキストに含まれるリンク文字列を抽出する処理を行う（Ｓ３
１３）。この結果、リンク文字列が抽出された場合（Ｓ３１４：ＹＥＳ）、中央制御部７
０は、当該リンク文字列をリンク対象として識別表示を表示部４０において行うとともに
、リンク先へのインターネットを介したアクセスが可能な状態に設定する（Ｓ３１５、Ｓ
３１６）。一方、メールリンクフラグが１に設定された場合（Ｓ３１２：ＮＯ）、中央制
御部７０は、リンク文字列をリンク対象外として当該リンク文字列以外のテキストと同じ
リンク対象外としての通常表示を表示部４０において行うとともに、リンク先へのインタ
ーネットを介したアクセスが不可能な状態に設定する（Ｓ３１６）。
【００５０】
　尚、電子メールアプリケーションソフトの起動操作が行われた後（Ｓ３０４：ＹＥＳ）
、メールフォルダに格納された電子メールを開く操作以外にも（Ｓ３０７：ＮＯ）、電子
メールアプリケーションソフトを終了するまでの間（Ｓ３０８ＹＥＳ、Ｓ３０９）、その
他の電子メール操作が行われる場合もある（Ｓ３１０：ＹＥＳ）。
【００５１】
　電子メールが表示部４０に表示された状態で、電子メールのテキスト本文中の座標位置
を指し示すポインティング操作が行われ、電子メールのテキスト本文中に含まれるリンク
文字列がクリックされた場合（Ｓ４００：ＹＥＳ、Ｓ４０１：ＹＥＳ）、中央制御部７０
は、所定のリンク処理を行う（Ｓ４０２）。尚、所定のリンク処理とは、例えば、リンク
文字列がＵＲＬの場合、Ｗｅｂブラウザを起動して、ＵＲＬが示すＷｅｂサイトへのアク
セスを行うための処理のことを指す。あるいは、リンク文字列が電子メールアドレスの場
合、新規メール作成画面が開き、さらに、当該電子メールアドレスが当該新規メール作成
画面の宛先箇所に自動的に挿入された状態にするための処理のことを指す。
【００５２】
　また、電子メールが表示部４０に表示された状態で、中央制御部７０は、リンク有効（
識別表示）に設定された電子メールのテキスト本文中に含まれるリンク文字列をリンク無
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効（通常の表示）に変更し、あるいは、リンク無効（通常の表示）に設定された電子メー
ルのテキスト本文中に含まれるリンク文字列をリンク有効（識別表示）に変更するリンク
有効／無効切り替え操作を行うこともできる。具体的には、リンク有効／無効切り替え操
作を行う場合（Ｓ４０３：ＹＥＳ）、中央制御部７０は、記憶部６０に０に設定されたメ
ールリンクフラグを１に変更し（Ｓ４０４：ＹＥＳ、Ｓ４０５）、あるいは、記憶部６０
に１に設定されたメールリンクフラグを０に変更する（Ｓ４０４：ＮＯ、Ｓ４０６）。尚
、識別表示についてもメールリンクフラグの設定変更に付随して切り替えることは言うま
でもない。これにより、例えば、迷惑メールと判別されてリンク無効に設定された状態で
あっても、ユーザの目視確認により正当な電子メールと判断される場合には、リンク有効
の設定に任意に変更できる。
【００５３】
　また、電子メールが表示部４０に表示された状態で、中央制御部７０は、表示部４０に
表示された電子メールに対する返信並びに転送等といった応答操作を禁止することもでき
る。具体的には、中央制御部７０は、表示部４０に表示された電子メールに対する返信／
転送を行う場合には（Ｓ５０４：ＹＥＳ）、返信／転送処理を行う（Ｓ５０５）。一方、
表示部４０に表示された電子メールに対する返信／転送を行わない場合（Ｓ５０４：ＮＯ
）、その他の電子メール表示操作に移行する（Ｓ５０６、Ｓ５０７）。これにより、リン
ク無効とされた迷惑メール中のＵＲＬや電子メールアドレスに対する応答操作を禁止する
ことで、二次的な被害を予防できる。また、リンク無効に設定された迷惑メールをユーザ
が確認する操作を行っている最中で、当該電子メールに対する応答を無効とすることで、
リンク無効に設定された迷惑メールを安全に確認することができる。
【００５４】
　ユーザが電子メールのテキストを読み終わり、当該ユーザにより電子メールの表示が閉
じられる場合（Ｓ５００：ＹＥＳ、Ｓ５０１）、中央制御部７０は、当該電子メールを格
納するメールフォルダのフォルダリンクフラグが１に設定されていたとき（Ｓ５０２：Ｙ
ＥＳ）、当該電子メールのメールリンクフラグを１に設定し直す処理を行う（Ｓ５０３）
。即ち、フォルダリンクフラグが１に設定されたメールフォルダに格納されている電子メ
ールの表示が閉じられる際、中央制御部７０は、当該電子メールを常にリンク無効に設定
し直すための処理を行う。これにより、当該電子メールを格納するメールフォルダのフォ
ルダリンクフラグが１に設定されていれば、リンク有効／無効切り替え操作によってリン
ク無効からリンク有効に変更された場合に、電子メールの表示を閉じる際にリンク有効か
らリンク無効に戻しておくことで、当該電子メールを再び表示する際に安全となる。
【００５５】
　以上のように、第１実施形態においては、電子メールのテキスト本文中に含まれるリン
ク文字列に対して誤った操作が行われてしまい、ユーザの意図しないリンク処理が実行さ
れることを未然に防止できる。
【００５６】
　また、リンク文字列がＵＲＬの場合、誤ってＷｅｂブラウザを起動して意図しない当該
ＵＲＬ先のＷｅｂサイドにアクセスすることを未然に防止できる。
【００５７】
　また、リンク文字列が電子メールアドレスの場合、誤って当該電子メールアドレス先を
宛先とする新規メール作成画面を起動することを未然に防止できる。
【００５８】
　また、電子メールの各メールフォルダへの自動振り分け機能を使用していた場合であっ
ても、電子メール毎に、リンク文字列からのリンクが有効であるか又は無効であるかを容
易且つ確実に判別できる。
【００５９】
　また、電子メールを格納するメールフォルダ毎に、リンク有効であるか又はリンク無効
であるかを判別することにより、例えば、受信トレイ内の全ての電子メールのテキスト本
文中に含まれるリンク文字列を一律にリンク有効として取り扱うことができ、迷惑フォル
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ダ内の電子メールのテキスト本文中に含まれるリンク文字列を一律にリンク無効として取
り扱うことができる。この結果、迷惑メールの確認作業等を安全に行うことができる。
【００６０】
　また、リンク無効と判別された電子メールの返信並びに転送等といった応答を無効にす
ることにより、安全でない可能性のある電子メールに対する応答を未然に防止できる。
【００６１】
　また、リンク無効と判別された場合であっても、電子メールの内容を確認してリンク有
効として取り扱ってもよい場合には、リンク有効の設定に任意に変更できる。
【００６２】
　また、記憶部６０に格納された電子電話帳データを用いて予め指定しておいた送信元か
らの電子メールに含まれるリンク文字列によるリンク先へのインターネットを介したアク
セスを常に有効（即ち、メールリンクフラグを０に設定）と取り扱うことによって、安全
な電子メールに含まれるリンク文字列によるリンク先へのインターネットを介したアクセ
スを、手間をかけずに行うことができる。尚、この場合、電子電話帳データの中でリンク
有効にする送信元アドレスの指定を操作部２０を介したユーザ設定に基づき変更可能とす
ることにより、リンク有効又はリンク無効を任意に切り替えるようにしてもよい。また、
リンク無効と判別される状態で電子メールの表示が閉じられた場合は、自動振り分け機能
が用いる迷惑メールの振り分けリストに当該電子メールの送信先のメールアドレスを登録
するようにしてもよい。
【００６３】
（２）第２実施形態について以下に説明する。
（２－１）装置構成例
　第２実施形態の場合の端末装置１００の構成は、図１に示した第１実施形態の構成と同
様であるが、記憶部６０には図６に示すようにメールリンクフラグ並びにフォルダリンク
フラグの他にメール添付展開フラグ並びにフォルダ添付展開フラグを設定したテーブル情
報６４が記憶される。
【００６４】
　メール添付展開フラグは、受信した電子メールに添付された添付ファイル（テキストフ
ァイル、音声ファイル、画像ファイル等）の展開を有効にするか又は無効にするかを設定
するためのフラグである。本実施形態では、メール添付展開フラグが０の場合に添付ファ
イルの展開を有効に設定し、メール添付展開フラグが１の場合に添付ファイルの展開を無
効に設定する。例えば、図６に示す例では、○○フォルダに格納される電子メールのうち
、メール１並びにメール３は添付ファイルの展開が有効に設定され、メール２は添付ファ
イルの展開が無効に設定される。
【００６５】
　以上のようにメール添付展開フラグを設定することによって、電子メール毎に、添付フ
ァイルの展開可否を任意に切り替えることが可能となる。これにより、例えば、迷惑メー
ルに添付された危険な添付ファイル（例えば、コンピュータウイルスの汚染の原因となる
ファイル）を誤って展開することを未然に防止できる。
【００６６】
　フォルダ添付展開フラグは、受信した電子メールを格納するメールフォルダ毎に、添付
ファイルの展開を有効にするか又は無効にするかを設定するためのフラグである。本実施
形態では、フォルダ添付展開フラグが０の場合に添付ファイルの展開を有効に設定し、フ
ォルダ添付展開フラグが１の場合に添付ファイルの展開を無効に設定する。例えば、図６
に示す例では、受信トレイに格納された電子メールにおいて添付ファイルの展開が有効に
設定され、迷惑フォルダに格納された電子メールにおいて添付ファイルの展開が無効に設
定される。
【００６７】
　以上のようにフォルダ添付展開フラグを設定することによって、メールフォルダ毎に、
添付ファイルの展開可否を任意に切り替えることが可能となる。これにより、一律に添付
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ファイルの展開を有効とするメールフォルダ（例えば、受信トレイ）と、一律に添付ファ
イルの展開を無効とするメールフォルダ（例えば、迷惑フォルダ）と、を予めデフォルト
設定しておくことで、迷惑メール等の確認作業を容易且つ確実に行うことができる。また
、当該デフォルト設定を任意に変更することもできる。
【００６８】
　（２－２）装置動作例
　図７、図８、図９は、第２実施形態の場合の端末装置１００の動作を説明するためのフ
ローチャートである。尚、以下に示す動作の主体は、特に示さない場合、中央制御部７０
とする。
【００６９】
　端末装置１００の記憶部６０には、図６に示したようにメールリンクフラグ、フォルダ
リンクフラグ、メール添付展開フラグ並びにフォルダ添付展開フラグが予め設定されるも
のとする（Ｓ７００）。尚、メールリンクフラグ並びにメール添付展開フラグは、電子メ
ールの表示の際に設定／変更できる。
【００７０】
　図７中に示すＳ７０１の一連の処理は、図３に示したＳ３０１～Ｓ３１５までの処理と
同一であるので、説明を省略する。
【００７１】
　受信した電子メールのテキスト本文中に含まれるリンク文字列の識別処理がなされた後
（Ｓ７０１）、中央制御部７０は、受信した電子メールに添付ファイルが添付されている
か否かを判別する（Ｓ７０２）。添付ファイルが添付されていると判別した場合（Ｓ７０
２：ＹＥＳ）、端末装置１００の表示部４０に添付ファイル名が表示される（Ｓ７０３）
。
【００７２】
　つぎに、中央制御部７０は、記憶部６０に記憶された受信した電子メールに対応するメ
ール添付展開フラグが０であるか又は１であるかを判別する（Ｓ７０４）。メール添付展
開フラグが０であると判別した場合（Ｓ７０４：ＹＥＳ）、即ち、添付ファイルの展開が
有効である場合、中央制御部７０は、端末装置１００の表示部４０に添付ファイルアイコ
ンを表示するとともに、当該添付ファイルアイコンの選択により当該添付ファイルの展開
を可能な状態とする（Ｓ７０５、Ｓ７０６）。
【００７３】
　一方、メール添付展開フラグが１であると判別した場合（Ｓ７０４：ＮＯ）、即ち、添
付ファイルの展開を無効にする場合、中央制御部７０は、端末装置１００の表示部４０に
添付ファイルアイコンの表示を行わずに、添付ファイルの存在と名称を確認する目的で添
付ファイル名のみを文字列として表示して、当該添付ファイルの展開を不可能な状態とす
る（Ｓ７０６）。即ち、添付ファイルアイコンの表示がなされていないので、添付ファイ
ルを展開する術がない状態にする。尚、フォルダ添付展開フラグが１に設定されたメール
フォルダに格納された電子メールの場合、中央制御部７０は、メール添付展開フラグが１
であることを判別するまでもなく、当該電子メールに添付された添付ファイルの展開を常
に無効とする。
【００７４】
　図８中に示すＳ８００の一連の処理は、図４に示したＳ４００～Ｓ４０２までの処理と
同一であるので説明を省略する。
【００７５】
　表示部４０に電子メールのテキストと併せて添付ファイルアイコンが表示された状態で
、当該添付ファイルアイコンがクリックされると（Ｓ８０１：ＹＥＳ）、添付ファイルの
展開処理が行われる（Ｓ８０２）。尚、添付ファイルアイコンのクリック以外にも、その
他のポインティング操作が行われる場合がある（Ｓ８０３、Ｓ８０４）。
【００７６】
　図８中に示すＳ８０５の一連の処理は、図４に示したＳ４０３～Ｓ４０６までの処理と
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同一であるので説明を省略する。
【００７７】
　また、表示部４０に電子メールのテキストと併せて添付ファイルアイコンが表示された
状態で、中央制御部７０は、添付ファイルの展開が有効に設定された電子メールの添付フ
ァイルの展開を無効とする設定に変更する、あるいは、添付ファイルの展開が無効に設定
された電子メールの添付ファイルの展開を有効に変更する添付ファイル展開有効／無効切
り替え操作を行うこともできる。具体的には、添付ファイル展開有効／無効切り替え操作
を行う場合（Ｓ８０６：ＹＥＳ）、中央制御部７０は、記憶部６０に０に設定された添付
ファイル展開フラグを１に変更し（Ｓ８０７：ＹＥＳ、Ｓ８０８）、あるいは、記憶部６
０に１に設定された添付ファイル展開フラグを０に変更する（Ｓ８０７：ＮＯ、Ｓ８０９
）。これにより、例えば、添付ファイルの展開が無効の状態であっても正当な電子メール
と判断される場合には、添付ファイルの展開を有効に変更できる。
【００７８】
　図９中に示すＳ９００の一連の処理は、図５に示したＳ５００～Ｓ５０７までの処理と
同一であるので説明を省略する。
【００７９】
　ユーザが電子メールを読み終えて、当該ユーザにより電子メールの表示が閉じられる場
合、中央制御部７０は、当該電子メールを格納するメールフォルダのフォルダ添付展開フ
ラグが１に設定されていたとき（Ｓ９０１：ＹＥＳ）、当該電子メールのメール添付展開
フラグを１に設定する処理を行う（Ｓ９０２）。即ち、フォルダ添付展開フラグが１に設
定されたメールフォルダに格納されている電子メールの表示が閉じられる際、中央制御部
７０は、当該電子メールの添付ファイルの展開を無効に設定し直すための処理を行う。こ
れにより、当該電子メールを格納するメールフォルダのフォルダ添付展開フラグが１に設
定されていれば、添付ファイル展開有効／無効切り替え操作によって添付ファイルの展開
が無効から有効に変更された場合に、電子メールの表示を閉じる際に添付ファイルの展開
が有効から無効に戻しておくことで、当該電子メールを再び表示する際に安全となる。
【００８０】
　図１０（ａ）は、メールリングフラグが０（リンク有効）、メール添付ファイル展開フ
ラグが０（添付ファイルの展開が有効）且つ電子メールの返信並びに転送を有効にする設
定がなされた場合における端末装置１００の画面表示の一例である。電子メールのテキス
ト本文中のインデックス欄にはリンク文字列としてＵＲＬが含まれており、当該ＵＲＬは
斜字、下線付文字として識別表示されて、即ち、リンク有効に設定されている。また、画
面表示の上欄には添付ファイルアイコンが表示されており、当該添付ファイルアイコンを
クリックすることで添付ファイルの展開が可能な状態である。また、画面表示の下欄には
返信が有効である旨の表示がなされ、さらに、サブメニューを開くと転送が有効である旨
の表示がなされる。
【００８１】
　図１０（ｂ）は、メールリングフラグが１（リンク無効）、メール添付ファイル展開フ
ラグが１（添付ファイルの展開が無効）且つ電子メールの返信並びに転送を無効にする設
定がなされた場合における端末装置１００の画面表示の一例である。電子メールのテキス
ト本文中のインデックス欄にはリンク文字列としてＵＲＬが含まれているが、当該ＵＲＬ
は斜字ではなく、また下線が付されず、その他のテキスト本文表示と同じリンク対象外と
しての通常の表示がなされており、即ち、リンク無効に設定されている。また、画面表示
の上欄には添付ファイルアイコンが非表示となっており、添付ファイルを展開する術がな
い状態としている。また、画面表示の下欄には返信の表示がなく、当該電子メールの返信
が無効となり、さらに、サブメニューを開いても転送に係る表示がなく、当該電子メール
の転送が無効となっている。
【００８２】
　以上のように、第２実施形態においては、電子メールに添付された危険な添付ファイル
を誤って展開しないように未然に防止できる。
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【００８３】
　また、電子メールの各メールフォルダへの自動振り分け機能を使用していたとしても、
電子メール毎に、添付ファイルの展開が有効であるか又は無効であるかを判別できる。
【００８４】
　また、メールフォルダ毎に、当該メールフォルダ内の電子メールに添付される添付ファ
イルの展開を有効にするか又は無効にするか判別する仕組みにより、例えば、受信トレイ
内の全ての電子メールに添付された添付ファイルの展開を一律に有効として取り扱うこと
ができ、迷惑フォルダ内の全ての電子メールに添付された添付ファイルの展開を一律に無
効として取り扱うことができる。この結果、迷惑メールの確認作業等が安全に行うことが
できる。
【００８５】
　また、添付ファイルの展開が無効と判別された場合であっても、電子メールの内容を確
認して添付ファイルの展開を有効と取り扱ってもよいときには、添付ファイルの展開を任
意に有効に変更することができる。
【００８６】
　また、記憶部６０に格納された電子電話帳データ等で予め指定しておいた送信元からの
電子メールに添付される添付ファイルの展開を常に有効（即ち、メール添付展開フラグを
０に設定）として取り扱うことで、安全な添付ファイルの展開を手間をかけずに行うこと
ができる。尚、この場合、電子電話帳データの中で添付ファイルの展開を有効に設定する
送信元アドレスの指定を操作部２０を介したユーザ設定に基づき変更可能とすることによ
り、添付ファイルの展開を有効にするか又は無効にするかを任意に切り替えることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】電子メール機能を有した端末装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態に係るテーブル情報の内容を示した図である。
【図３】第１実施形態に係る端末装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図４】第１実施形態に係る端末装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】第１実施形態に係る端末装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図６】第２実施形態に係るテーブル情報の内容を示した図である。
【図７】第２実施形態に係る端末装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図８】第２実施形態に係る端末装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図９】第２実施形態に係る端末装置の動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】（ａ）は端末装置の画面表示の一例を示す図であり、（ｂ）は端末装置の画面
表示のその他の例を示す図である。
【符号の説明】
【００８８】
１０　通信部
１２　アンテナ
２０　操作部
３０　電源部
４０　表示部
５０　電話部
５２　スピーカ
５４　マイク
６０　記憶部
６２、６４　テーブル情報
７０　中央制御部
１００　端末装置
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